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(別紙) 

児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 

今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発

生した。このような虐待事案は、近年急増している。 

こうした事態を重く受け止め、政府は平成２８、２９年と連続して児童福祉法等を

改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関

与していたにもかかわらず、虐待から救うことができなかった。 

虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘

むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団

体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。 

よって政府においては、児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、下記の事項に取

り組むことを強く求める。 

記 

１ 政府策定の「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村も加えた児童虐待防止体

制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財

源を速やかに講ずること。 

２ 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的に

は、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確にするとともに、社会福祉施設

やＮＰＯ法人等の民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強化して役割分

担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。 

３ 児童虐待に関する情報を全国で共有できるシステムを整備すること。 

４ 全国共通ダイヤル「１８９」の無料化と電話が迅速につながるよう運用の改善に

努めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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